
　　
新対策特訓講座　選択式Authentic講座　Sec.２テキスト

選択式 雇用法　空欄Ｃ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選択式 雇用保険  Ｃ あ 

１ 雇用保険法第 64 条は、「政府は、Ａ被保

険者であった者及び被保険者になろうとする

者の就職に必要な能力を開発し、及び向上さ

せるため、能力開発事業として、職業訓練の

実施等によるＢ特定求職者の就職の支援に関

する法律（平成 23 年法律第 47 号）第 4 条第

2 項に規定するＣ認定職業訓練を行う者に対

して、同法第 5 条の規定による助成を行うこ

と及び同法第 2 条に規定するＢ特定求職者に

対して、同法第 7 条第 1 項の職業訓練受講給

付金を支給することができる。」と規定して

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選択式 Authentic Section２ ｐ.98～99 

１ 政府は、被保険者であった者及び被保険者

になろうとする者の就職に必要な能力を開発

し、及び向上させるため、Ａ能力開発事業 と
して、職業訓練の実施等による特定求職者の

就職の支援に関する法律第 4 条第 2 項に規定

する  Ｂ認定職業訓練 を行う者に対して、

同法第 5 条の規定による助成を行うこと及び

同法第 2 条に規定する特定求職者に対して、

同法第 7 条第 1 項の Ｃ職業訓練受講給付金

を支給することができる。 


